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買収防衛策 

 

当社株式の大量取得行為に関する対応策 

 

当社は、2013年5月27日  の取   に   、当社の    事業の方針の

決定を支配する者の在り方に関する基本方針( 社法施行規則第118 条第3号に

規定されるものを  、以下、「基本方針」と  ます。)を定めると に、 

の基本方針に        者に   当社の    事業の方針の決定 

支配される とを防止するための取組み( 社法施行規則第118条第3号ロ(2))

の一つと  、当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(以下、「大規模買

付ルール」と  ます。)を導入する とに関  決議 、2013年6月26日に 

 された当社第72回定時株主総 に   承認されま た。有効期限は2016年 

6月30日ま に  される当社第75回定時株主総 の  の時ま と ります。 

 

I.当社の    事業の方針決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

当社は、金融商品取引所に株式を上場   る者と  、市場に ける当社株

式の自由 取引を尊重 、特定の者に る当社株式の大規模買付行為    

も、当社 ルー の 業     は株主  の  の    上に するも

の  る限り、 れを一 に 定するもの は りま  。また、当社に対 

 大規模買付提案(買収提案) 行 れた場 に、当 大規模買付提案を け入

れる   は、   には株主の  の   に ね れる  もの  ると

考えます。 

 

   、株式の大規模買付提案の には、 の  等    、当社    

  ま た  の          につ    の  もの、  ー  

ル ーとの   関 を   ける と          るもの、当社 

ルー の 業     は株主  の  を     れの るもの、株主の

  に株式の  を事 上  する  れの るもの、当社 ルー の  を

  に     るとは え  もの、 る は株主の       決定を

されるために        に提供され  もの等、当社の 業   株主

  の  に さ  ものも りえます。 
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   、 の   提案に対  は、当社は、買収者に株主の  の   に

   つ     を提供さ る と、さ に買収者の提案 当社の 業  

  株主  の  に  す  につ  当社取          た  

を株主の  に当 提案を    た   の 考と  提供する と、場 

に   は当社取    大量買付行為または当社の  方針等に関 買収者

と  または 議を行  と 、当社取  と  の め  ると考え  り

ます。 

 

以上の     に基  、当社取   は、当社に対する買収行為 、一定

の    ルールに   行 れる と 、当社  当社株主全体の  に 

致すると考え、下記III.記載の内容の事前の  提供等に関する一定のルール

(以下、「本   」と  ます。)を設定する とと ま た。 

 

II.基本方針の 現に する特別 取組み 

 

1.  業   上への取組み 

 

当社は、 業以 、 の    全を第一に考え 、           

品の    を行     ります。また、品   方法に   も、品  

  号    を  する と 品   を   、   の  と    

の       る 自の    を導入   ります。また、 時に  体

 も  さ る と  の    全の 現を担    ります。 

   た 、当社は、 社 は  の    、無添加  方法、品   方

法、    の入 ルー 等、   の          を      

 り、 れ の    等   み される    全 つ        

品を    する と 、   の     取引 等の  ー  ル ーと

の に  関 を  上  ま りま た。  

当社は、 れ  も当社 自の品   方法、無添加  方法、    の入

 ルー 等の当社 有するす  の       を ー と  、 れ  

      の を日々たゆまぬ努力に り一  上さ    、   に 

    た ける  、 全 つ        品の提供を提案  け ま

 ります。当社の 業  は、 の   、  力 提案力に り  、 上

される    り、また、 れを支える   、取引 、 業 等の  ー 

 ル ーとの一体    、当社の 業  の    ると考え  ります。  

当社は、 の       を当社の 業    る「  に さ  、  

 さと 全の一体 を り     に全力を ける。」と     ー に

 め、す  の  ー  ル ーの  を追求 、当社の 業     は株

主  の  の 上を   ま ります。 
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2.  ー  ー  ガ    につ   

 

当社は、 ー  ー  ガ    の  に取り組む とに り、 業  に

 ける   、 全 、効  を追求 、す  の  ー  ル ーの  の

  を 指   ります。 のために内部統 機 の  を重    課題と

位置付け、 れ を推進   ります。 

    

当社は、監   度を     ります。監  4名の  3名は社 監    

り、監  は、取     の重   議への 席のほ 、 事業所  ルー

  社の監 を行  とに り、取  の業 執行の 法 、妥当 につ  

 認、  を行   ります。 

 

また、  の監 機 と業 の  を る   執行   度を     り

ます。執行   度を る とに り、業 執行 限を執行  に    執

行  を  に 、ロ    を   、事業構 改革を迅速にすすめ  り

ます。 

    

   議は、取  と執行   構 され、取   の決議事   につ  

事前 議を行 とともに、取       された 限の  内   の重 

事 につ  審議   ります。 

  

 

III.基本方針に        者に   当社の    事業の方針の決定

 支配される とを防止する取組み(本   の内容) 

 

1. 本   導入の    

 

当社を取巻 昨今の国内の 品市場は、尐子高齢 の  に る人口減尐に 

り、国内の 品  量は   の  に り、     に ります。   

た 、 品 社 社は た   を  する  、自社に る 商品  にと

 ま  、 社を買収する とに り の 社 有する  力を   商品 

 等を行 、自身の業 を拡大   とする   近年加速   る  に 

ります。 

当社は、  る認 のもと、自身     た 自の無添加  方法、品  

 方法を と た高度   力に基   品業  有の    と市場を  

 、また、  体 の効  と 品  力の  を  と た収 構 の  を

 りつつ、    は 入金に         を推進する とに り、 

        品 社と る とを  の基本方針と  、 業    株

主  の  の 上に努め    ります 、当社を取巻     等の変 
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を背景に、以前にも増  、当社の   た  力    全 に   た、当

社の支配 取得を  と た大規模買付行為 行 れる とも予想される  

に      ります。  

当社取   は、I.記載の基本方針     る  に、大規模買付行為  

  も、当社の 業    株主  の  に する買収提案  れば、 れ

を一 に 定するもの は りま  。また、当社の株主構 は、現時  は

当社の 業者  等の株主  有割 の上位を占め  り(     等 約

30%(平 25年3月 31日時 ))、現   具体 に差 迫 た買収の     

在   る  は りま  。      、上記の   当社を取巻   

  等の変 を みると、   に、当社の事業        ルに関する

      は  者に る当社に 対する大規模買付行為 行 れた場 、当

社の顧  取引 等を含む重    ー   ル ーとの関     、当社の

 業   株主  の   著  毀 され ね   と、 時に、   た

  に便乗 た、当社の  には関 の  、当社の   力  全   力の

取得 けを  と た買収者 現れる   も 定  ま  。さ に、当社

の株主構 に関  も、当社の 業者  等の株主の には高齢の株主も 

り、 々の事 に応 た  、  等の   行 れる   具体 に予想 

され、今 一 当社の株式の    進       は 定   、   

に現在の    定 た株主構    されるとは限りま  。また、当社の

  に  関       業者  等に る当社株式に関する  行 につ

  は、 れ れ株主 人の  のもとに行 れ  り、当社  れ   行

 につ  関     ロールするもの は   と  、当社の   の取

得等を  と た大規模買付提案に   も、大規模買付行為者に当社の  

を ねる     等の一株主と  の   、当社取   の  とは  

る場 も りえます。 た   、当社取   は、今  当社の 業   

 株主  の  を著   する   大規模 買収行為に えた対応策を 

      と 、当社の 業    株主  の  を るためにも   

 ると   ま た。また、 の内容を    め定め    とは、  の

    関 者の予    を 上さ る   も   もの  ると考えた

 と  、今回、本   を導入 、 の内容を 示する とと ま た。  

  、平 25年5月27日現在、当社株券等の大規模買付行為の具体  提案は 

され  りま  。 

2. 本   導入の    

本   は、当社の 業     は株主  の  を    上さ る と

を  と  、上記I.に記載の基本方針に  もの  り、当社株式等の大規

模買付行為を行  とする者   す  ルールを  に 、株主の    

    をするために   つ       時 、  に大規模買付行為を

行  とする者との  の機 を  する とを  と   ます。  
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本   は、以下の り、当社株式等の大規模買付行為を行  とする者  

 す  ルールを策定するとともに、一定の場 には当社 対  置をとる 

とに   大規模買付行為を行  とする者に     する     る 

とを   に  れ を  に 示する とに り、当社の 業     は

株主  の  に さ  当社株式等の大規模買付行為を行  とする者に対

  、  を行 もの す。  

また、本    は、対  置の  に た  、当社取   の     を

   、取   の    対応の 観 、   を  するための機関と 

 特別   を設置 、  の是非につ  当社取   への勧 を行 仕組

みと   ます。 

  、本   は一   もの  り、特定の大量 有者のみを   たもの

 は りま   、現在の大量 有者にも、本   は  されます。 

 

3. 本   の対象  

本   の対象と る者は、特定株主 ルー (注1)の議決 割 (注2)を20%

以上とする とを  とする当社株券等(注3)の買付行為、または  と   

特定株主 ルー の議決 割  20%以上と る行為(  れにつ  も当社取

       たものを  ものと 、また市場取引、公 買付け等の具体 

 買付方法の如何を問 ま  。以下、 の   買付行為を「大規模買付行

為」と  、大規模買付行為を行 者を「大規模買付者」と  ます。)を行 

 とする者 す。 

 注1:特定株主 ルー とは、当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1 に規定す

る株券等を  ます。)の 有者( 法第27条の23第1 に規定する 有者を  、

 条第3 に基   有者に含まれる者を含みます。)   の   有者( 法

第27条の23第5 に規定する   有者を   条第6 に基     有者と

み される者を含みます。)  に当社の株券等( 法第27条の2第1 に規定する

株券等を  ます。)の買付け等 ( 法第27条の2第1 に規定する買付け等を 

 、取引所有 証券市場に   行 れるものを含みます。)を行 者   の特

別関 者( 法第27条の2第7 に規定する特別関 者を  ます。)を   ます。 

注2:議決 割 とは、特定株主 ルー の具体  買付方法に応  、(i)特定株 主 

ルー  当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1 に規定する株券等を  

ます。)の 有者   の   有者  る場 の当  有者 の株券等 有割 

( 法第27条の23第4 に規定する株券等 有割 を  ます。 の場 に   は、

  に規定する当  有者の   有者の  有株券等の も計算上考慮されるも

のと ます。)または(ii)特定株主 ルー  当社の株券等( 法第27条の2第1 に

規定する株券等を  ます。) の大規模買付者   の特別関 者  る場 の当

 大規模買付者  当 特別関 者の株券等所有割 ( 法第27条の2第8 に規定

する株券等所有割 を  ます。)の 計を  ます。 株券等 有割 の算 に

 た  は、総議決  ( 法第27条の2第8 に規定するものを  ます。)   
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行 株式の総 ( 法第27条の23第4 に規定するものを  ます。)は、有 証券

   、 期   、  期     自 株券買付     の   近に提

 されたものを  する と   るものと ます。 

注3:株券等とは、金融商品取引法第27条の23第1 に規定する株券等、または 法第27

条の2第1 に規定する株券等の  れ に 当するものを   ます。 

 4.   提供 

 

ま 、当社取      と   た場 、大規模買付者には、当社取   

に対  、当社株主の  の    当社取   と  の  形 のために

     (以下、「本  」と  ます。)を日本  提供   た  ます。

 の  は以下のと り す(た  、下記  に限 れるもの は りま 

 。)。 

  

① 大規模買付者   の ルー の  (大規模買付者の 本構 の詳細、大

規模買付者の事業内容、当社の事業と 種の事業につ  の  等に関す

る  を含みます。) 

② 大規模買付行為の  、方法   の内容 

③ 当社株式の買付対 の算定    買付 金の裏付け 

④ 当社の  に   た に想定   る  方針、事業計 、  計 、

 本 策、配当 策    活 策等 

⑤ 大規模買付者   の ルー に対 、当 大規模買付に り   に 

    得を得る とを  と  、 本金、  金等名 の如何を問 

 買付 金を供給   る 人、法人、団体の住所、名称等の   

⑥ 大規模買付行為 に ける当社の 業 、取引 、顧 、 域社  の 

の当社  関 者(  ー  ル ー)に関する 遇等の方針 

⑦ 当社の の株主との    を回避する具体 方策 

  

本  の具体 内容は大規模買付行為の内容に     る とも りますの

 、大規模買付者 大規模買付行為を行  とする場 には、ま 当社代表取

  宛に、大規模買付者の名称、住所または本 所在 、代表者の 名、国内

   、 国法人の場 は設   法  提案する大規模買付行為の  を 

示 た、大規模買付ルールに   の  表  を日本   提  た   

とと 、当社代表取  は、  る  表   領 10 業日以内に、大規模買

付者  当 提供 た    本  の   を当 大規模買付者に 付 ま

す。  、当 提供   た  た  を   た  、 れ け は   

と認め れる場 には、当社取   は、大規模買付者に対  本     

ま 追加 に  提供を求めます。また、大規模買付行為の提案   た事 

  当社取   に提供された本  は、当社株主の  の  のために  

  ると認め れる場 には、  と  する時  、 の全部または一部を

 示 ます。 
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 5.   の      表 等 

 に、当社取   は、大規模買付者 当社取   に対 本  の提供を完

了 た 、取   に る  、  、  、  形 、代替案 案のための

期 (以下、「取     期 」と  ます。)と  、 の大規模買付行為の

  等の  度に応  、①60日 (対 を現金(円貨)のみとする公 買付に 

る当社全株式の買付けの場 )または②90日 ( の の大規模買付行為の場

 )を設定 ます。  、大規模買付者 当社取   に対 本  の提供を

完了 、取     期   始された時  速  に当 事 につ  示を

行 ます。  

た  、上記①②  れに   も、当社取   は、対 の 当  買付提

案の   の       る等の    る場 には、期 を、30日を上限と

    する と   ます。 の場 、  期 と   由を株主  投 

家の  に 示 ます。  

当社取   は、取     期 内に   、  に応   宜 部専門家

(   、公認 計 、       ー、  サルタ   の の専門家を含

む。)の  を得   、大規模買付者  提供された本  を  に    

  、当社の  業   株主  の  の    上の観   、大規模買付

者に る大規模買付行為の内容の  等を行 ものと ます。当社取   

は、 れ の  等を   大規模買付行為に関する当社取   と  の 

 を 重にとりまとめ、大規模買付者に  するとともに、 時 つ  に株

主  投 家の  に 示 ます。  に応  、大規模買付者との  大規

模買付行為に関する条件 方法につ       に、当社取   と  、株

主  投 家の  に代替案を提示する とも ります。また、当社取   

は、特別   に本  を提供 、 の     を   ます。特別   

は、 自に本  の     を行 、本方針に  当社取    とる  

対応につ  勧 を行 ます。  

  、当社取   は、特別   の勧 を踏まえ、 れを 大限尊重 決議

を行 、 の内容を公表 ます。 

 6. 大規模買付行為の 始  時期 

 

大規模買付者は、大規模買付ルールに規定する   を  するものと 、大

規模買付行為は、上記5.記載の取     期 の 過 にのみ 始されるも

のと ます。 

 

7. 大規模買付行為  された場 の対応方針 

 

  (1) 大規模買付者 大規模買付ルールを     場  

   大規模買付者 大規模買付ルールを     場 には、具体  買付方法 
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   の如何に   、大規模買付ルール   され   た とのみをも  、 

   当社取   は、当社株主全体の    を  と  、 株予約 の 行 

   等、 社法 の の法律(対  置時の施行 法令を含みます。)  当社定 

     取   の 限と  認める 置を行  、大規模買付行為に対 する 

   場   ります。当社取   は、対  置の  を決定するに   、特 

   別   に対  置の  の是非を諮問  の勧 を けるものと ます。 

   特別   の勧 を 大限尊重 つつ、 部専門家の  を 考に た上 

    、当社取   は対  置の  を決定 ます。具体 に   る  を 

   講 る につ  は、 の時   も  と当社取       たもの 

   を 択 た ます。 

 

     、株主割当に り 株予約 を 行する場 には、一定割 以上の当社 

   株券等を 有する特定株主 ルー に属さ   とを行 条件とする  、 

   対  置と  の効 を 案 た行 期   行 条件を設ける と   

   ります。また、 株予約 に取得条   取得条件を設ける とも りま 

   す 、 の場 、大規模買付者  有する 株予約 の取得の対 と   

   金銭を 付する とは想定   りま  。当 対  置に り、大規模買 

   付者は の 株    下 、自 の 株の   減尐する(  ゆる「希 

   釈 」)と     を ける と  ります。 

  

  (2) 大規模買付者 大規模買付ルールを   た場  

   大規模買付者 大規模買付ルールを   た場 、当社取   は、仮に当 

    大 規模買付行為に 対   たと  も、代替案の提示、大規模買付者 

   との  、当社株主の  への説得等を行    は るものの、 則と 

     、当 大規模買付行為に対する対  置をとる とは た ま  。  

 

   も とも、大規模買付ルール   され  る場     も、当 大規模 

   買付行為 当社の 業  または当社株主  の  を著   下さ る 

   場   ると当社取       たと には、 部専門家の  も 考 

   に 、特別   の勧 を 大限尊重 た上 、当社の 業    当社 

   株主の  の  を るために、上記(1)   た大規模買付行為を抑止す 

   るための対  置を  する と  ります。  る対  置をとる と 

   を決定 た場 には、 時    示を行 ます。具体 には、以下の類型 

   に 当すると認め れる場 には、 則と  、大規模買付行為 当社の 

    業  または当社株主  の  を著   下さ る場 に 当するも 

   のと考えます。 

 

①  に当社の  に 加する     にも     、た 株 をつり上

  高  株式を当社または当社関 者に引 取  る    ると  

される場  
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② 当社の  を一時 に支配  当社の事業  上        、  

  、 業  、主 取引  顧 等を買付提案者  の ルー  社に

  さ る  、  ゆる     を行     ると  される場  

③ 当社の  を支配 た に当社の  を買付提案者  の ルー  社等

の債 の担      と    する    ると  される場  

④ 当社  を一時 に支配  、当社の事業に当 関         、

有 証券    等を  等  さ 、 の    をも  一時  高

配当をさ る 、 る は一時 高配当に る株 の急上昇の機 を狙 

 当社株式の高  り抜けを  と   ると  される場  

⑤  圧 二  買収(  の買付 全株式の買付を勧 する と  、二 

  の買付条件を  に設定 、 る は  に    、公 買付け等

の株式買付を行  と)を予定  当社株式の大規模買付行為を行 等当

社の株主に株式の  を事 上  する  れ  ると  される場  

⑥   ゆる 社  組 、または の組  支配 関 する 人 団体に 

る大規模買付行為 行 れる場  

⑦ 大規模買付者に る大規模買付行為 の  方針  事業計  著   

    ると  される場  

⑧ 当社取   の  方針  事業計 (大規模買付者に る大規模買付行

為 の  方針  事業計 に対する代替案を含みます。)に著  劣ると

  される場  

⑨  の ①  ⑧ま に  る場  、当社の 業   株主  の  を

著     と  される場  

  

  (3) 対  置  の停止につ   

上記(1)または(2)に   、大規模買付行為に対  、当社取    具体 

対  置を講 る とを決定 た に   も、①大規模買付者 大規模買付

行為を 止 た場 、または、②対  置を  する   の  の前提と  

た事 関 等に変    、 つ、当社の 業   株主  の  の   

 上と  観   対  置の    当   と考え れる  に  た場

 には、当社取   は、対  置の  を停止  るものと ます。 

     

 の   対  置の  の停止を行 場 には、速  に   示を行 ま

す. 

 

8.特別   の設置、諮問  等  

大規模買付者 大規模買付ルールを   た   、大規模買付行為 当社の

 業   または当社株主全体の  を著   下さ る場 に 当する  

  、   大規模買付行為に対 対  置をとる   の  に当た  は、

取   の  の  観 、公       を担 するために、当社は、取 

       た組 と  、特別   を設置 、当社取   は の勧 
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を法律上   限り 大限尊重するものと ます。特別   の  は3名以上

と 、社 取  、社 監  、       業  者、   、公認 計 、

   、    者、または れ に  る者を対象と    するものと 

ます。 

当社取   は、対  置をとる とを  する場 、対  置の  に  

 、特別   に対 、対  置の    当   を諮問 ます。特別  

 は、当社取     の諮問に基  、当社の   、当社       

 た 部専門家の  を けたり、当社の取  、監  、 業 等    

   につ  の説 を求めたり      を取りまとめ、当社取   に

対  対  置の    当    につ  勧 を行 ます。当社取   

は、 の勧 を 示 た え 、 の勧 を 大限尊重  、対  置を  

する   に関  決議を行 ます。 

  、当社取    特別   に諮問  勧 を けるま の期 は、上記

5.に定める取     期 に含まれます。 

  、現在の特別   の  の  は添付    考2のと り す。 

 

 9.株主 投 者に える  等 

 

(1) 本    株主 投 者に える  等 

 

本   の導入時 に   は、 株予約 の 行等の法   置は講  れ

ま  の 、株主の  の  関 に変 は  ま   、株 形 を歪める

 とも りま  。 

     

  、上記7.に     たと り、大規模買付者 大規模買付ルールを  

する   に り大規模買付行為に対する当社の対応方針   ります。当社

と  も、      示に努めます 、当社株主  投 者の  に  れ

ま  も、当社の   示  に大規模買付者の  に 注   さ 。 

 

(2) 対  置  時に株主 投 者の  に える  等  

当社取   は、大規模買付ルールに基  、当社  当社株主全体の  を

 る とを  と  、 社法 の の法律  当社定 に り認め れ  

る対  置をとる と  ります 、当 対  置の仕組み上当社株主の  

(大規模買付ルールに  た大規模買付者を  ます。) 法   または  

   に    別の  を る   事    る とは想定   りま 

 。当社取    具体 対  置をとる とを決定または変 も  は停止

 た場 には、法令  金融商品取引所規則に   、 時    示を行 

ます。  
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対  置と  考え れるものの  、 株予約 の無 割当を行 場 には

当社取    別 定め 公 する基 日に ける  の株主名 に記載され

た株主に対 、 の所有株 に応   株予約  割り当  れますの 、当

 基 日に ける  の株主名 に記載される    ります。また、 株予

約 を行   株式を取得するためには、所定の期 内に一定の金 の  み

を完了   た      ります。た  、当社  株予約 を当社株式と

引  えに取得  る の取得条 に   株予約 の取得を行 場 には、

当社取    当 取得の対象と た 株予約 を 有する株主の  は、金

銭の  みを する と  、当社に る 株予約 取得の対 と  、当社

株式の 付を ける と   ます。 れ の  の詳細につ ま  は、 

 に 株予約 を 行または取得する とに  た に、法令  金融商品取

引所規則に基  別      ます。  

  、当社取    、本 株予約 の無 割当 の決議を た場     

も 上記7.(3)に  、当社取       た対  置  の停止を決定 た

場 に は、当社株式の株 に 応の変    る     ります。 えば、

 株予約 の無 割当 を ける  株主  定 た に   、当社 対 

 置の  の停止を 施  株予約 を無 取得   株を 付   場 に

は、株主の    有する当社株式1株当たりの     の希釈 は   

  とに るため、当社株式1株当たりの     の希釈    る とを前

提に   買を行 た株主  投 家の  は、株 の変 に り  を る

     る に     さ 。 

10.本   の有効期 、 止  変   

本   の有効期 は、平 25年5月27日の当社取   決議  平 25年6月 

26日  予定の第72回定時株主総 (以下「本定時株主総 」と  ます。)の 

 の時ま と 、本   につ  は、本定時株主総 に 株主の  の  

 を得るため、  ため 本定時株主総  の議案と   諮り 、 の 、

 席株主の総議決 (  、議決 行  に る 席も含みます。以下  。)

の過  の    得 れ  場 には、 の時   止されるものと ます。

一方、本定時株主総 に    席株主の総議決 の過  の    得 れ

た場 には、当 有効期 を平 28年6月  予定の第75回定時株主総 の  

の時ま   するものと ます。   、本定時株主総      得 れた

 は、 の も本   を継 する場 には、以 3年 とに、定時株主総 に

   、株主の  の   を得る とと ます。  

  、本   は、 の有効期      も、株主総 に   本   を

 止する の決議 行 れた場 、または、当社取   に り本   を 

止する の決議 行 れた場 は、 の時   止されるものと ます。 ま

た、当社取   は、 業   株主   上の観   、 社法 の  業

防衛に関 る法改 、 法  の     等を踏まえ、今   に応  大

規模買付 ルールを変  、または た 対応策等を導入する と  ります
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 、 の場 には、改め 株主の  の   を得る とと ます(た  、軽

微 変 の場 を  ます。)。 

11.本   の     

本   は、   業   法   平 17年5月27日に 表 た「 業    

株主  の  の  または 上のための買収防衛策に関する指針」の定める

三 則 ( 業   株主  の  の    上の 則、事前 示 株主  

の 則、      当   の 則)を     り、 つ、 業      

平 20年6月30日に公表 た「近時の諸  の変 を踏まえた買収防衛策の在り

方」の内容を踏まえ   ります。 

(1)  業   株主  の  の    上の 則  

本   は、上記2.に記載の り、当社株式等に対する大規模買付行為  さ

れた に、当 大規模買付行為に応 る     を株主の       、

 る は当社取    代替案を提示するために      期 を   、

株主の  のために大規模買付者と  を行  と等を  とする とに 

り、当社の 業   株主  の  を   、 上さ ると    をも 

 導入されるもの す。 

 

(2) 事前 示 株主  の 則  

当社は、本   を事前に 示 、取   に   決議された本   を本

定時株主総  決議予定  る とを   当社取    決議   りま

す。また本   は、上記10.に記載 た り、 の有効期限は本定時株主総 

  時ま   り、 の の継 につ  は本定時株主総  の 承認を条件

と   り、本定時株主総 に    承認 た  た も、 の の当社株

主総 に   本   の変 または 止の決議  された場 には、本  

 も当 決議に  変 または 止される とに ります。  ま  、本 

  の導入   止には、株主の  の        される仕組みと  

  ます。 

  

(3)      当   の 則 

 

①    の高 社 者の  の重視と   示の   

当社は、本   に基  大規模買付行為への対  置の  等に関する取 

  の     を  、取   の    対応の 観      を  

する とを  と  特別   を設置 、当社取   は、対  置の  

または   の決議に   特別   の勧 を 大限尊重 た ます。 
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また、当社は、特別   の  の  につ  株主  投 家の  に  

 示を行  とと 、当社の 業   株主  の  に する  本   

の      行 れる仕組みを     ます。 

 

②      観    件の設定 

本   は、    つ 観     件   され ければ  され   

 に設定され  り、当社取   に る      を防止するための仕組

みを     ます。 

 

③       型   は ロー   型買収防衛策 は   と 

本   は、当社の株主総    された取   構 される取   に り、 

 つ も 止する と   るものとされ  ります。   、本   は、

      型買収防衛策(取   の構  の過  を 代さ  も、  

  を 止    買収防衛策) は りま  。  

また、当社は期差 期 を       ため、本   は ロー   型

(取   の構  の 代を一度に行  と     ため、 の  を 止す

るのに時 を する買収防衛策) も りま  。 
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（  考１） 

特別   規 の   

1.(特別   の設置)  

特別   は、当社取   の決議に り、大規模買付行為への対  置の 

 に関する 取   の     を   、取   の    対応の 観

      を  する とを  と  、設置される。 

2.(特別     の  ) 

 

特別     は、3名以上と 、当社の業 執行を行         た、

①社 取  、②社 監  、③      業  者、④   、⑤公認 

計 、⑥   、⑦    者、⑧前記①  ⑦に  る者、の  れ に 当

する者の   、当社取   の決議に基    される。また、当社は、特

別     との  、  注           に関する規定を含む契

約を  する。 

 

3.(特別     の 期)  

特別     の 期は、  のと   3年以内に 了する事業年度の   

 のものに関する定時株主総 の  の時または別 当 特別     と当

社    た時ま とする。た  、当社取   の決議に り別 の定めを

 た場 は の限り は  。また、当社社 取  または当社社 監   

  た特別      、取  または監       た場 (再 された

場 を  。)には、特別     と  の 期も 時に 了するものとする。 

4.(特別   の招集) 

 

特別   は、当社代表取  または 特別      招集する。 

 

5.(決議 件) 

 

特別   の決議は、 則と  、特別     全   席 、 の過  

をも   れを行 。た  、特別     の  れ に事   ると  

の 特 の事由  ると は、 則と  、当 特別     を  特別 

    全   席 、 の過  をも   れを行 。 

 

6.(決議事     )  

(1) 特別   は、以下の 号に記載される事 につ  審議の上決議 、  

    の決議内容を、 由を付  当社取   に対  勧 する。 
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① 大規模買付ルールの  の有無 

② 大規模買付ルールに る対  置の  の是非 

③  の 本   に関   、当社取      す  事 の  、当

社取   特別   に諮問する事   

(2)  特別     は、特別   に ける審議  決議に   は、専 

当社の 業   株主  の  に する   の観    れを行  

とを  、自 または当社の   の 人   を る とを  と  

は    。 

 

7.(取  等  の  聴取) 

   

特別   は、  に応  、当社の取  、監  または 業  の   

と認める者を 席さ 、特別    求める事 に関する  または説 を求

める と   る。 

 

8.(専門家  の  ) 

 

特別   は、 の  の 行に当たり、当社の   、当社の業 執行を行

         た 部専門家(   、公認 計 、       ー、 

 サルタ   の の専門家を含む。)    を得る と   る。 
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（  考２） 

 

特別     の 名    （平 26年6月25日現在） 

 

現在の  の   

 

松山 元  

昭和41年9月  

平 8年3月 公認 計 登録  

平 13年1月 松山公認 計 事 所 設(現 )  

平 20年6月 当社監  に就 (現 ) 

※上記松山元 は、 社法第2条第16号に定める社 監    ります。 

 

 邉 勝彦  

昭和27年8月  

平 21年6月 千葉銀行入行 

平 21年6月  行代表取  専 執行  に就  

平 24年6月 当社監  に就 (現 ) 

平 24年6月 東方興業株式 社代表取  社 (現 ) 

※上記 邉勝彦 は、 社法第2条第16号に定める社 監    ります。 

 

野田 雅   

昭和28年4月  

昭和63年4月    登録 

平 5年9月  野田純 法律事 所(現:野田総 法律事 所)勤 (現 )  

※上記野田雅  と当社との には、特別の  関 は りま  。 

 

 



 17 

（  考３） 

当社株式の  (平 25年3月31日現在) 

1. 行  株式総  65,000,000 株  

2. 行 株式の総  18,392,000株  

3.株主 5,835名  

4.大 株 主(上位10 名) 

 

 

株主名 

当社株式の 有   

 株   有  (%) 

石井  ヨ子 2,426,502 13.19 

石井  太郎 910,304 4.94 

株式 社千葉銀行 900,000 4.89 

株式 社        873,000 4.74 

株式 社榎本武平商  653,000 3.55 

株式 社オ  ー 633,000 3.44 

第一 命 険株式 社 452,000 2.45 

石井 逹雄 423,099 2.30 

日本興亜   険株式 社 350,000 1.90 

カ  ツ 品株式 社 310,310 1.68 

 

※ 有  は、 株 を 行 株式の総    、小  第3位以下を り捨 

 表示   ります。  
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（  考４） 

【本   の  に関する れ】 

 

 本 は、  ま も本   に対する  に する とのみを  に、 考と  作   

 ります。具体     の内容につ  は、本文を     さ 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大規模買付者（株券等の 20%以上取得   とする者）の 現 

本       

される場  
本       

され  場  

大規模買付者    表

  の 領 

当社取    大規模買付

者に     の 付 

大規模買付者   提  

特別    

大規模買付行為への対応（対  置  の是非につ  ）を下記の視      

 本      され  る  

 当社の 業   株主  の  を著   下さ る 等 

取   決議（特別   の勧 を 大限尊重） 

対  置の   

（ の時  取     

当と認める  を 択） 

対  置の    

取    

諮問 

諮問 

勧 （対  置  の是非につ  ） 

10 業日以内 

(*) 30日 の 

    
取     期 (*) 

（60日 または 90日 ） 


